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研究成果の概要（和文）：本研究は法専門職教育を、訴訟を中心とする狭い意味での法曹（裁判官・検察官・弁
護士）の教育に限定せず、司法書士、税理士、行政書士等の隣接法専門職の教育をも含めて検討した。それによ
り隣接法専門職教育では特に専門職倫理の教育につき、職務内容の専門化に応じた教育の質の向上が課題である
ことを把握した。また、国際比較では、米国のロースクール教育おいて臨床系科目６単位が、アメリカ法曹協会
のロースクール認証基準に追加されたことや、中国では2018年に実施された全国統一法専門職資格試験から、大
学での法学課程の修了が受験資格に加えられるなど、法専門職教育の質的向上が取り組まれていることを把握し
た。

研究成果の概要（英文）：This research project examined the pedagogy of raising legal professionals 
to be not only judges, prosecutors, and attorneys whose major works are litigation-related, but also
 other law-related professionals such as judicial scriveners, tax attorneys, administrative 
scriveners and etc. We found these law-related professions need to strengthen their educational 
basis and more attention to professional ethics as their works became more specialized in the 
dispute resolution. In the international context, we found most countries are engaged in the 
improvement of professional legal education. In the US, the American Bar Association required six 
credits of clinical courses for law schools conferring the JD degree in order to get the ABA 
accreditation. We also found another example of strenuous efforts to improve the quality of legal 
professionals in China. The law on the eligibility to take the national unified legal professions 
examination started to require a law degree in 2018.
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研究成果の学術的意義や社会的意義
　日本の法科大学院は、「法曹養成に特化した」専門職大学院であるが、隣接法専門職教育の分野にもその教育
資源を有効に活用すべきであることが指摘できる。その教育方法論において現実の事件事案を用いた臨床教育が
有効に活用され、理論・技能・専門職倫理の三者を統合して教育する手法が開発されている米国ロースクール
を、重要な参考例とすることができることを明らかにした。大学という学術環境において、実務を批判的に改善
改革する法専門職教育を拡充することが国際的動向であることも、本研究によって明らかになった。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 本研究は、研究代表者がこれまで2 回の助成を受けた臨床法学教育に関する科研費研究の成果

を踏まえ、研究対象を法曹三者に限定せず、広く社会に顕在・潜在する法務需要に応える法専門

職について、その在り方と教育方法論について研究を行うものである。本研究代表者が平成19

年からの4 ヵ年に助成を受けた研究は、臨床法学教育の「方法論プロジェクト」と位置付けるこ

とができる（正式研究課題名「法曹養成教育における経験的方法論としての臨床法学教育の研

究」）。また、同じく本研究代表者が平成23 年度からの4 ヵ年に助成を受けた研究は、臨床法

学教育の「実施課題プロジェクト」と位置付けることができる（正式研究課題名「臨床法学教育

の課題と法科大学院教育の再検討」）。これらの研究を踏まえて行われる本研究は、「法専門職

教育の再定義プロジェクト」と位置付けることができる。 

２．研究の目的 
 本研究にいう法専門職教育の再定義とは、裁判官・検察官・弁護士という訴訟を中心とした法

曹三者の教育に限定せず、広く社会に顕在・潜在する法的紛争の予防・解決に取り組む法専門職

教育を研究するものである。その教育方法として研究するのは、法学理論、実務技能、及び専門

職責任の統合的教育方法論である臨床法学教育である。本研究の目的の第１は、法専門職教育が

社会の需要に応えているかの検討である。第２は、法専門職教育が学生教育に限定せず、どのよ

うな社会貢献のプログラムを提供できるのかの検討である。第３は、世界各国で大学はどのよう

な職域を対象とした法専門職教育を行っているのかの国際比較検討である。第４は、臨床教育方

法論がより先進的に実践されている医学教育との比較検討を行い、法専門職教育の改革をめざす

ことである。 

３．研究の方法 
（１）法専門職教育の再定義＝日本司法書士会連合会や全国社会保険労務士会連合などの協力を

得て、法専門職の業務実態を把握し、どのような法実務教育を必要としているのかを調査する。 

（２）法専門職教育による社会貢献プログラム＝大学付設法律事務所の活動について調査を行う。 

法専門職の継続教育として学際型プログラム、及び家事紛争解決プログラムを開発する。 

（３）法専門職教育の国際比較＝アメリカ・ロースクール協会の年次大会や国際臨床法学教育ジ 

ャーナルの年次大会などでの報告や参加をとおして、法専門職教育の国際的動向を把握する。

（４）法専門職教育と医師養成教育の比較＝臨床教育の共通の課題である正式資格取得前の学生

による実務研修への参加について、必要とされる学生の知識と技能を確認する制度を検討する。 

４．研究成果 

（１）法専門職教育の再定義について：著名な司法書士、社会保険労務士、及び行政書士を招

聘してセミナーを開催し、隣接法専門職の職域拡大と継続教育の必要性の高まりを把握した。

これらの隣接法専門職では、司法制度改革の一環として簡易裁判所での代理権を与えられる認

定司法書士、労働紛争における裁判外紛争解決手続での代理業務が認められる特定社会保険労

務士、紛争性を有する事案について行政不服審査法の下での不服審査請求書類の代理作成権限

が認められる特定行政書士等、紛争解決の性質を持った職域が拡大している。これに伴い、資

格取得及び継続教育について、大学の教育資源を活用することへの期待が高いことが明らかに

なった。また、これらの隣接法専門職が国民の権利擁護の代理人としての性格が強まると同時

に、それぞれの専門業務における利益相反等の専門職倫理の教育が課題となっていることも明

らかとなった。 

（２）法専門職教育による社会貢献プログラムについて：早稲田大学に附設された弁護士法人

早稲田大学リーガル・クリニックに所属する臨床心理士・弁護士の協力を得て、２つの社会貢

献プログラムの開発を行い、またその実施の協力を行った。第１は、司法修習の選択型実務修



習に提供したプログラムである。これは、法律相談等で弁護士が直面する対応困難な相談者・

依頼者に、臨床心理学の知見を活用して応接するシミュレーション・プログラムである。その

成果は臨床心理士（元弁護士）の岡田裕子著『難しい依頼者と出会った法律家へ パーソナリ

ティ障害の理解と支援』（日本加除出版、2018 年）として出版された。第二は、家庭裁判所の

家事調停委員の研修プログラムである。その成果は、大塚正之著『臨床実務家のための家族法

コンメンタール. 民法相続編』（勁草書房、2017 年）及び『臨床実務家のための家族法コンメ

ンタール.民法親族編』（勁草書房、2016 年）にまとめられた。 

（３）法専門職教育の国際比較：アメリカ・ロースクール協会の組織全体の年次大会や臨床法学

部会の年次大会に参加し、また日本の状況を報告することによりアメリカのロースクール教育の

動向を把握してきた。特に、アメリカではロースクールの認証事業を行うアメリカ法曹協会（ABA）

が、2016年度ロースクール入学者から、JD課程の修了要件として６単位以上の臨床系科目の取得

を要求することを把握した。またアメリカのカリフォルニア大学バークレー校ロースクールとの

共催シンポジウム等の開催により、ロースクールが位置する地域社会へのリーガル・サービスの

提供を基礎としつつ、そこで見出された法制度の欠陥の改正や政策提言に取り組む、立法過程に

も臨床方法論を取り入れたクリニックの活動の詳細を把握した。また、中国では2018年秋に実施

された全国統一法専門職資格試験から、その受験資格に大学での法学学位の修得が初めて要件化

され、法専門職教育の質的拡充が意欲的に取り組まれていることを把握した。中国の法専門職教

育の改革の動向は、北京にある中国人民大学法学院との研究協力の関係を構築し、本研究の研究

代表が定期的に中国で講演を行うなど日本の状況を紹介するとともに、同大学からの研究者の早

稲田大学での受入れ等も実施している。 

（４）法専門職教育と医師養成教育の比較:本研究の研究分担者である藤倉輝道（日本医科大学

医学部教授）を中心として、法学研究者及び実務家を対象とする日本医科大学での授業見学の機

会を提供してもらい、臨床教育の導入が医学教育だけでなく、法専門職教育においても共通して

活用することのできる手法であることの認識を強くした。例えば、模擬患者を用いた模擬医療面

接は、法律相談を模擬依頼者を用いて行うことに通じる。また、専門職倫理の次元では、患者あ

るいは法律問題の相談者／依頼者を尊厳ある人として接することの重要性や、患者や相談者／依

頼者が抱える問題を、医学あるいは法律の視点でのみとらえるのではなく、それぞれ人としての

存在の全体像の中でとらえることの重要性の認識につながる。制度面では、全国の医学部の共同

で実施されている臨床実習課程に進む前に実施されている「共用試験（Objective Structured 

Clinical Examination）」について、研究分担者の藤倉輝道を講師としてセミナーを実施した。

それにより、「共用試験」の上級版を国家試験化し、医師養成プロセスに技能試験要素を導入す

る方向での改革が進んでいることを把握した。法専門職教育においても法専門職に必要な技能を

特定し、その到達すべきレベルについての議論を進めるべきことを強く認識した。 
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